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新型コロナウイルスに関連した感染症対策について（第６報） 

（４月１日からの教育活動再開について） 

  

保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について、ご理解・ご協

力をいただきありがとうございます。文部科学省から、新学期を迎える学校の教育活動再開に向けての留意事項

を整理した「新型コロナウイルスに対応した学校再開ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）が示され

たことを踏まえ、３月２７日に福岡県教育委員会から「令和２年度における県立高等学校等における教育活動の

再開等について」が通知されました。 

これに基づき、本校では４月１日以降の教育活動について、次のとおり対応します。 

  

１ ４月６日（月）から生徒の登校を再開します。４月６日以降は感染防止に十分配慮した上で、教育活動を 

 再開します。 

２ 再開に当たり、ガイドラインに示された、集団感染のリスクを高める３つの条件（換気の悪い密閉空間、 

 多くの人が密集、近距離での会話や発声）が同時に重なることを徹底的に回避するために、原則として教室 

 等の窓は開放します。また、集団で活動する機会を可能な限り減じ、時間も最小限にとどめるものとします。 

３ 部活動については、４月２日（木）から活動できるものとします。ただし、活動については別紙「部活動 

 における留意事項」を順守するものとし、活動時間や練習内容に制限を設けます。また、部活動の参加につ 

 いて、別紙「部活動参加についての同意書」の提出をお願いします。 

４ 次のような症状がある場合は、自宅で休養し外出を控えるとともに、毎日、体温を測定して記録してくだ 

 さい。また、保護者から担任へ連絡してください。感染拡大防止のために特別な措置として、保護者からの 

 連絡をもって「出席停止」として取り扱います。 

  （１）風邪の症状や３７．５℃以上の発熱がある。（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む） 

  （２）強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

５ 校内で体調が悪くなったときに、保健室で検温をして発熱症状がある場合は、保護者に連絡をして自宅で 

 休養してもらうこととします。 

６ 学校内外において、次のことに気をつけて生活してください。 

 （１）手洗いや咳エチケットなど基本的な感染症対策を徹底する。 

 （２）できるだけマスクを着用する。（市販品でなく、自家製のもので構いません。） 

 （３）適切な環境の保持のため、こまめな換気とともに、空調や衣服による温度調節を含めた温度、湿度の 

   管理に努める。 

 ※手洗い：外出からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒液などを用いて行う。 

  ※咳エチケット：咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる。  

 （４）不要・不急の外出を控える。できるだけ人込みを避け、集団にならないようにする。  

 

 今後とも、新しい情報は一斉メールやＣｌａｓｓｉ、ホームページ等でご連絡します。保護者の皆様におかれ

ましても、正確な情報を把握していただくとともに、引き続き感染症対策についてご理解・ご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。なお、ご心配、ご不明な点がありましたら、教頭へご連絡ください。 

 


